
同一労働・同一賃金セミナー
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第３回

労使協定の締結について

（一般賃金の設定）

労働省大阪労働局 需給調整事業部



労使協定方式

労働省

労使協定に定めないといけない事項

労使協定に定めた事項を遵守していない場合は、労使協定方式
は適用されず、派遣先均等・均衡方式が適用

！

① 派遣労働者の範囲（第１号）

② 一般賃金と同等以上の賃金（第２号イ）

③ 賃金の改善規定（第２号ロ）

④ 公正な評価規定（第３号）

⑤ 賃金以外の待遇の決定方法（第４号）

⑥ 教育訓練の実施（第５号）

⑦ 有効期間、一部に限定する理由、待遇決定方式の変更（第６号）
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一般賃金

協定対象派遣労働者の賃金

≦

一般賃金の額

世の中の通常の
労働者の平均額

各派遣会社における
派遣労働者の賃金額

同等以上

「一般賃金≦協定対象派遣労働者の賃金の額」
のイメージ
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一般賃金

一般基本給・賞与等

○ 家 族 手 当
○ 役 職 手 当
な ど 諸 手 当

実費支給

定額支給

退職金制度の
方法

退職金前払いの
方法

中小企業
退職金共済制度等
への加入の方法

一般通勤手当 一般退職金

も含む

厚生労働省

合算の方法時間外勤務手当

深夜勤務手当

休日勤務手当

対象外
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一般賃金

一般基本給・賞与等

○ 家 族 手 当
○ 役 職 手 当
な ど 諸 手 当

実費支給

定額支給

退職金制度の
方法

退職金前払いの
方法

中小企業
退職金共済制度等
への加入の方法

一般通勤手当 一般退職金

も含む

厚生労働省

合算の方法時間外勤務手当

深夜勤務手当

休日勤務手当

対象外

一般基本給・賞与等≦基本給・賞与等 一般通勤手当≦通勤手当 一般退職金≦退職金
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一般基本給・賞与等

一般基本給・賞与等の決定手順

＜手順１＞
使用する統計調査等を
労使で選択する

＜手順２＞
比べる職種を決める

＜手順４＞
地域指数を決める

＜手順３＞
能力・経験調整指数を
決める

一般基本給・賞与等の額＝「基準値（0年）×能力・経験調整指数×地域指数」

基準値（０年） 地域指数能力・経験調整指数

厚生労働省
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＜手順１＞
使用する統計調査等を
労使で選択する

一般基本給・賞与等の決定手順

一般基本給・賞与等

賃金構造基本統計調査によるもの
「賃金構造基本統計調査による職種別
平均賃金」

職業安定業務統計によるもの
「職業安定業務統計の求人賃金を基準値
とした一般基本給・賞与等の額」

厚生労働省

全ての職種は網羅していないが、
実際に企業が支払っている賃金を
調査

求人上の賃金であるものの、
すべての職種を網羅

※ 局長通達の別添１と別添２
とで示しています
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大阪労働局 需給調整事業部

（※）

（※）掲載している表は令和３年度に適用される内容のものです。
令和４年度に適用される表については、令和３年８月６日付
「職発０８０６第３号」にて発出されています。
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一般基本給・賞与等の決定手順

一般基本給・賞与等

＜手順２＞
比べる職種を決める

＜手順３＞
能力・経験調整指数
を決める

↑
手順２

↑
手順３
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大阪労働局 需給調整事業部

（※）掲載している表は令和３年度に適用される内容のものです。
令和４年度に適用される表については、令和３年８月６日付
「職発０８０６第３号」にて発出されています。

（※）



＜手順４＞
地域指数を決める

一般基本給・賞与等

一般基本給・賞与等の決定手順

厚生労働省
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（※）掲載している表は令和３年度に適用される内容のものです。
令和４年度に適用される表については、令和３年８月６日付
「職発０８０６第３号」にて発出されています。

（※）
（※）



一般基本給・賞与等

一般基本給・賞与等の計算例

（システムエンジニア×１年目×北海道の例）

1,782円（１年目）×0.922（北海道）

＝1,644円（小数点切り上げ）

厚生労働省
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大阪労働局 需給調整事業部

（※）掲載している数字は令和３年度に適用される内容のものです。
令和４年度に適用される数字については、令和３年８月６日付
「職発０８０６第３号」にて発出されています。

（※）



一般基本給・賞与等

厚生労働省

職種の選び方

協定対象派遣労働者が従事する業務と最も
近いと考えられるものを選択

「賃金構造基本統計調査の役職及び職種解説」又は
「第４回改訂 厚生労働省編職業分類 職業分類表
改訂の経緯とその内容」を参照

賃金構造基本統計調査によるもの
「賃金構造基本統計調査による職種別
平均賃金」

職業安定業務統計によるもの
「職業安定業務統計の求人賃金を基準値
とした一般基本給・賞与等の額」

中核的業務
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一般基本給・賞与等

厚生労働省

第４回改訂 厚生労働省編職業分類 職業分類表 改訂の経緯とその内容
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一般基本給・賞与等

厚生労働省

能力・経験調整指数の考え方

協定対象派遣労働者の能力及び経験を踏まえつつ、一般の労働者
の勤続何年目に相当するかを考慮して適切なものを選択
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大阪労働局 需給調整事業部

（※）掲載している表は令和３年度に適用される内容のものです。
令和４年度に適用される表については、令和３年８月６日付
「職発０８０６第３号」にて発出されています。

（※）



一般基本給・賞与等

厚生労働省

地域指数の考え方

派遣先の事業所等の所在地を含む都道府県又は公共職業安定所
管轄地域の指数を選択

・工場、事務所、店舗等、場所的に他の事業所その他の場所から独立していること

・経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性
を有すること

・一定期間継続し、施設としての持続性を有すること 16

大阪労働局 需給調整事業部

（※）掲載している表は令和３年度に適用される内容のものです。
令和４年度に適用される表については、令和３年８月６日付
「職発０８０６第３号」にて発出されています。

（※） （※）



一般基本給・賞与等

協定対象派遣労働者の賃金

≦

一般賃金の額

世の中の通常の
労働者の平均額

各派遣会社における
派遣労働者の賃金額

同等以上

「一般賃金≦協定対象派遣労働者の賃金の額」
のイメージ
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派遣労働者C

派遣労働者B

派遣労働者A

派遣労働者C

派遣労働者B

派遣労働者A

直近事業年度の平均額

個々に実際に支給される額で
一般基本給・賞与等と比較

平均値等で
一般基本給・賞与等と比較可能

基本給 賞与等

派遣労働者C

派遣労働者B

派遣労働者A

平均値等

平均値等

平均値等

一般基本給・賞与等

一般基本給・賞与等

協定対象派遣労働者の賃金 直近の事業年度の平均額 見込み額の平均額 標準的な額

1200円

1100円

1000円

200円

1400円

1300円

1200円

1100円
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派遣労働者C

派遣労働者B

派遣労働者A

派遣労働者C

派遣労働者B

派遣労働者A

直近事業年度の平均額

個々に実際に支給される額で
一般基本給・賞与等と比較

平均値等で
一般基本給・賞与等と比較可能

基本給 賞与等

派遣労働者C

派遣労働者B

派遣労働者A

平均値等

平均値等

平均値等

一般基本給・賞与等

一般基本給・賞与等

厚生労働省

協定対象派遣労働者の賃金 直近の事業年度の平均額 見込み額の平均額 標準的な額

1200円

1100円

1000円

200円

1400円

1300円

1200円

1100円
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職種 等級 職務内容
基本給額
（賞与額） 合計額

プ
ロ
グ
ラ
マ
ー

Ａランク
上級プログラム開発
（ＡＩ関係等高度なプログラム言語を用いた開発）

1600円～
（賞与320円）

1920円～

Ｂランク
中級プログラム開発
（Ｗｅｂアプリ作成等の中程度の難易度の開発）

1250円～
（賞与250円）

1500円～

Ｃランク
初級プログラム開発
（Ｅｘｃｅｌマクロ、簡易なプログラム言語を用いた
開発）

1000円～
（賞与200円）

1200円～

０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年

プログラマー
（地域指数：北海道
0.922の例）

1,156円 1,350円 1,449円 1,497円 1,581円 1,819円 2,274円

＜手順１＞
派遣会社の賃金テーブルで、
それぞれの等級ごとの賃金額
を確認

＜手順２＞
各等級の能力・経験調整指数
を決定

＜手順３＞
上の表（協定対象派遣労働者
の賃金の額）と下の表（一般
基本給・賞与等の額）を比較
し、同等以上になっているか
確認

←手順２

←手順３

一般基本給・賞与等

実際の比較のイメージ

手順１
↓

Cランク Bランク Aランク

＜一般基本給・賞与等の額＞

＜派遣会社の賃金水準＞

厚生労働省
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（※）

（※）掲載している表は令和３年度に適用される内容のものです。
令和４年度に適用される表については、令和３年８月６日付
「職発０８０６第３号」にて発出されています。



通勤手当

基本給・賞与等
（一般基本給・賞与等）

○ 家 族 手 当
○ 役 職 手 当
な ど 諸 手 当

実費支給

定額支給

退職金制度の
方法

退職金前払いの
方法

中小企業
退職金共済制度等
への加入の方法

通勤手当
（一般通勤手当）

退職金
（一般退職金）

も含む

厚生労働省

合算の方法時間外勤務手当

深夜勤務手当

休日勤務手当

対象外
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通勤手当

選択肢１ 実費支給により「同等以上」を確保する

選択肢２ 一般の労働者の通勤手当に相当する額（「7１円」）と
「同等以上」を確保する

⇒一般通勤手当と同等以上とみなす

厚生労働省

※ 支給に上限がある場合、上限額を協定対象派遣労働者の平均的な所定内労働時間
１時間当たりに換算した額が「71」円未満の場合、選択肢２で取り扱う

7１円

一般基本給
・賞与等

一般基本給・賞与等＋
一般通勤手当（71円）

協定対象派遣労働者の賃金

≦
7１円 通勤手当≦

７１円と同等以上
にする

一般基本給・賞与等に

７１円を加え比較（合算）

一般通勤手当 協定対象派遣労働者の通勤手当
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通勤手当

選択肢１ 実費支給により「同等以上」を確保する

選択肢２ 一般の労働者の通勤手当に相当する額（「7１円」）と
「同等以上」を確保する

⇒一般通勤手当と同等以上とみなす

7１円

一般基本給
・賞与等

一般基本給・賞与等＋
一般通勤手当（71円）

協定対象派遣労働者の賃金

≦
7１円 通勤手当≦

７１円と同等以上
にする

一般基本給・賞与等に

７１円を加え比較（合算）

厚生労働省

一般通勤手当 協定対象派遣労働者の通勤手当

※ 支給に上限がある場合、上限額を協定対象派遣労働者の平均的な所定内労働時間
１時間当たりに換算した額が「71」円未満の場合、選択肢２で取り扱う
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退職金

基本給・賞与等
（一般基本給・賞与等）

○ 家 族 手 当
○ 役 職 手 当
な ど 諸 手 当

実費支給

定額支給

退職金制度の
方法

退職金前払いの
方法

中小企業
退職金共済制度等
への加入の方法

通勤手当
（一般通勤手当）

退職金
（一般退職金）

も含む

厚生労働省

合算の方法時間外勤務手当

深夜勤務手当

休日勤務手当

対象外
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退職金

選択肢１ 退職制度の方法（後払いの給付面での比較）

選択肢２ 退職金前払いの方法

選択肢３ 中小企業退職金共済制度等への加入の方法

退職手当の導入割合、最低勤続年数及び支給月数の相場について、国が
各種調査結果を示し、その中のいずれかを選択し、それと退職手当制度
を比較

① 一般基本給・賞与等の退職給付等の費用の割合６％以上の「前払い退
職金」を支給する。
② 一般基本給・賞与等に６％分を上乗せをし、そのうえで協定対象派遣
労働者の賃金と比較（合算による方法）。

派遣労働者が中小企業退職金共済制度（確定給付企業年金や確定拠出年金
等の掛金も含む）に（一般基本給・賞与等の６％以上で）加入している場合
は、退職手当については一般退職金と同等以上であるとする。

厚生労働省
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退職金

選択肢１ 退職制度の方法（後払いの給付面での比較）

勤続年数 ３年 ５年 １０年 １５年 ２０年 ２５年 ３０年 ３３年

自己都合 0.8月 1.4月 3.1月 5.3月 7.6月 10.6月 13.3月 15.3月

会社都合 1.2月 1.9月 4.1月 6.5月 8.9月 11.8月 14.5月 16.6月

局長通達で示す調査から設定した、
一般退職金（支給月数） 「平成30年中小企業の賃金・退職金事情」（東京都）の例

勤続年数 ３年以上
５年未満

５年以上
10年未満

10年以上
15年未満

15年以上
25年未満 25年以上

自己都合 1.0月 3.0月 7.0月 10.0月 16.0月
会社都合 2.0月 5.0月 9.0月 12.0月 18.0月

派遣会社の退職金テーブル（例）

厚生労働省

26
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大卒に退職金制度がある企業の割合を乗じたもの。

（※）掲載している表は令和３年度に適用される内容のものです。
令和４年度に適用される表については、令和３年８月６日付
「職発０８０６第３号」にて発出されています。

（※）



退職金

選択肢２ 退職金前払いの方法

６％

一般基本給
・賞与等

一般基本給・賞与等＋
一般基本給・賞与等の６％

協定対象派遣労働者の賃金

≦
６％ 前払い退職金≦

一般基本給・賞与等の

６％と同等以上の前
払い退職金にする

一般基本給・賞与等に
その６％分を加え比較
（合算）

厚生労働省

一般基本給・
賞与等の６％

協定対象派遣労働者の前払い
退職金
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退職金

選択肢３ 中小企業退職金共済制度等への加入の方法

一般基本給
・賞与等の
６％分の額 ≦

一般基本給・
賞与等の６％

協定対象派遣労働者の賃金

右側の掛金等の費用の額が６％に届かない場合は、その
足りない部分を選択肢２でみることも可能。（選択肢２
と選択肢３の併用）

厚生労働省

掛金等の
費用

４％

２％は選択肢２の前払い退職
金（合算含む）として支払う

28
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一般賃金

基本給・賞与等
（一般基本給・賞与等）

○ 家 族 手 当
○ 役 職 手 当
な ど 諸 手 当

実費支給

定額支給

退職金制度の
方法

退職金前払いの
方法

中小企業
退職金共済制度等
への加入の方法

通勤手当
（一般通勤手当）

退職金
（一般退職金）

も含む

厚生労働省

合算の方法時間外勤務手当

深夜勤務手当

休日勤務手当

対象外
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合算して比較する方法

協定対象派遣労働者の賃金

≦

①通勤手当を合算する場合（例）

厚生労働省

7１円

一般基本給
・賞与等

一般基本給・賞与等
＋

一般通勤手当（71円）
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協定対象派遣労働者の賃金

≦

②退職金を合算する場合（例）

合算して比較する方法

厚生労働省

一般基本給
・賞与等

一般基本給
・賞与等の６％

一般基本給・賞与等＋
一般基本給・賞与等の６％
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一般賃金の額 協定対象派遣労働者の賃金

≦

合算して比較する方法

厚生労働省

③通勤手当・退職金を合算する場合（例）

一般基本給
・賞与等

一般基本給
・賞与等の６％

71円
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一般賃金の水準についての注意点

厚生労働省

一般賃金の水準について！

毎年更新あり

※ 最新の局長通達の確認をお願いします

71円

一般通勤手当

６％

一般退職金
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（※）

（※）掲載している表は令和３年度に適用される内容のものです。
令和４年度に適用される表については、令和３年８月６日付
「職発０８０６第３号」にて発出されています。


